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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

株式会社日本エアシステム所属ダグラス式ＤＣ－９－４１型ＪＡ８４４８は、平成 

５年４月１８日、同社の定期４５１便（名古屋空港－花巻空港）として１２時４４分 

ごろ花巻空港に着陸の際、ハードランディングして火災が発生し、大破して停止した。

同機には、乗組員５名及び乗客７２名、計７７名が搭乗していたが、うち乗組員１ 

名及び乗客２名、計３名が重傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　調査組織

1.2.1.1　航空事故調査委員会は、平成５年４月１８日、本事故の調査を担当する 

主管調査官ほか６名の調査官を指名した。

1.2.1.2　当該事故に関し、気象関連事項の調査のため、次の専門委員が任命された。

元気象大学校教授 中山 章



1.2.2　調査の実施時期

平成５年４月１８日～２１日 現場調査

平成５年４月２０日～６年１月２８日 飛行記録装置の解読

平成５年４月２０日～６年１月２８日 操縦室用音声記録装置の解読

平成５年５月１１日～１３日 残骸調査

平成５年１２月１３日～１４日 現地調査（気象）

平成６年２月１４日～１７日 現地調査（気象）

1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８４４８は、平成５年４月１８日、定期便として新千歳空港－花巻空港－名古 

屋空港－花巻空港－新千歳空港の飛行を予定し、新千歳空港から名古屋空港までの飛 

行が行われた。

運航乗務員は、名古屋空港を出発前に同社の運航管理者より１１時００分の花巻空 

港の気象が、風向２９０°、風向変動２５０°～３２０°、風速１４kt、最大３３kt、 

最小５kt、視程２０km、雲３／８ 積雲４，０００ft、ＱＮＨ２９．４４in-Hgであるこ 

とのブリーフィングを受けた。

同機は、定期４５１便として機長が左席、副操縦士が右席に着座し、１１時４７分 

花巻空港へ向けて名古屋空港を離陸した。

その後、事故に至るまでの飛行経過については、操縦室用音声記録装置及び飛行記 

録装置の記録によれば、次のとおりであった。

１２時２０分ごろ、副操縦士は花巻空港の風の確認を行い、目標進入速度（ＶTG） 

を基準進入速度（ＶREF）１１８ktに１０ktを加え着陸滑走路を０２にするこ 

と及び花巻空港への進入方法、着陸復行の方法等について機長の了承を得るとと

もに指示を受けた。 同機は、同２２分ごろ、札幌管制区管制所からフライトレ

ベル２７０から高度１３，０００ftに降下する承認を受け、降下を開始し、ラ 

ンディング・ブリーフイングは１２時２４分ごろ終了した。

１２時３１分ごろ、同機は、高度約１１，０００ftで花巻空港の飛行場対空 

通信局（以下「花巻レディオ」という。）に対し、花巻空港上空到着予定時刻１２ 

時３５分を通報するとともに着陸及び交通情報を要求した。



花巻レディオは、同機に対し他の交通がないことと風の状況が滑走路２０側は 

２８０°１４kt、最大２２kt、最小８kt、０２側は２８０°２６kt、最大３４kt、 

最小２０ktであることを伝え、使用滑走路の問い合わせを行った。

同機は、花巻レディオに対し滑走路０２を使用することを応答した。

１２時３６分ごろ、同機は、高度約８，０００ftで花巻空港上空を通過し、 

左旋回で高度を下げながらＩＦＲをキャンセルする旨を花巻レディオに通報し、 

再び同空港上空を高度約５，０００ftで通過して、滑走路０２の右ダウンウインド・ 

レッグに進入する旨を花巻レディオに通報した。同３８分ごろ、副操縦士は機長 

からベース・レッグを伸ばすことのアドバイスを受け、高度約３，７００ftで、同 

機は右ダウンウインド・レッグに進入し、花巻レディオから滑走路は着陸に支障 

がないことと、風が２８０°２３kt、最大４０kt、最小１４kt、同３９分５０秒に 

は、２８０°３０kt、最大４４kt、最小１８ktの情報を受けた。

１２時４０分１５秒、同機は、高度約２，３００ftで、アプローチ・チェッ 

クを終了し、ギヤ・ダウン、フラップ２５°、オート・ブレーキ　ミニマム、 

グランド・スポイラをアームにした。

その後、同機は、花巻ＶＯＲ／ＤＭＥ局から約５nmの地点で、右旋回を行っ 

てベース・レッグを高度約１，８００ftで飛行し、１２時４１分３６秒、最終 

進入経路に入り、高度約１，４００ftでフラップを５０°にセットした。

１２時４２分０８秒、同機は、花巻レディオより風が２８０°２５kt、最大 

３４kt、最小２０ktの情報を受けたのち、ビフォー・ランディング・チェックを 

終了した

最終進入は、機首方位約０００°～００６°で、滑走路に対して左１２°～１８° 

のクラブで行われた。

１２時４３分１３秒、機長は、高度約６００ftでスリーハンドレッドのコール 

を行った。同２６秒、同機は、高度約４６０ft（電波高度計２００ftにセットさ 

れていた高度）で対地接近警報装置（以下「ＧＰＷＳ」という。）の「ミニマム・ 

ミニマム」の警報音が鳴り、その直後、同２９秒に「シンクレイト」の警報音が 

鳴り、同３８秒に接地点標識の手前にハードランディングし、バルーニングした 

後再び接地した。

その後、同機は火災が発生し、滑走路をゆるやかに蛇行したうえ、滑走路２０ 

末端付近で機首を約４０°に向けて停止した。

１２時４４分４９秒、機長は、機体が停止したとき副操縦士及び客室乗務員か 

ら機体右側で火災が発生していることを告げられ、同４５分０１秒、緊急脱出を 

指示した。

その後、緊急脱出が行われ、１２時４６分２１秒、乗客の脱出が終了した。



機体は、乗客及び乗組員が全員脱出後、機首部、左主翼及び尾部を残し火災により 

焼失した。

事故発生地点は花巻空港滑走路上で、事故発生時刻は同機がハードランディングし 

た１２時４４分ごろであった。

（付図１及び２参照）

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

同機には、乗組員５名及び乗客７２名、計７７名が搭乗していたが、うち機長及び 

乗客２名計３名が重傷を負い、副操縦士、客室乗務員３名及び乗客５１名、計５５名 

が軽傷を負った。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破

（写真１～６参照）

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

（１）　機首部

ア　機首下部の外板は皺と亀裂が生じており、右側面は焼損していた。

イ　前脚取り付け構造部材（サイド・ウォール）が破損し、前脚は後方に屈折 

していた。

ウ　前脚の右側ホイール及びタイヤはアクスルから分離して、脱落していた。

エ　前脚の左側ホイールは破損してアクスルに残っていた。また、タイヤはバ 

ーストしてホイール部に引っ掛かっていた。

オ　前脚のアクスルは滑走路に接触し、一部が擦り減っていた。

カ　前脚のウォータ・ディフレクタは破損していた。

（２）　胴体部

胴体部分は左側外板の一部を残し、前方ドア付近からエンジン取り付け部付 

近までの、座席、床板、内装材等ほとんどが焼失していた。

（３）　左主翼部

左主翼部は外側タイヤがバーストしているのを除き、損傷は認められなかっ 

た。

（４）　右主翼部

ア　右主脚取り付け部付近（ウイング・ステーションＸＲＳ１１１．５００付 

近）で溶断して、その外側のほとんどの部分が焼失していた。



イ　翼端下面に滑走路と接触したと思われる擦過痕が認められた。

ウ　右主脚は、右主脚アタッチ・フィッティングに取り付いたまま、翼から分 

離しており、アッパー・サイド・ブレース・リンクが曲げ変形していた。ま 

たフィクスド・サイド・リンクは破裂開口していた。

（５）　尾部

バーチカル・スタビライザ、ホリゾンタル・スタビライザ、エレベータ、エ 

レベータ・タブ、ラダー及びラダー・タブに損傷は認められなかった。

（６）　エンジン

ア　No.１エンジンは、ファン・ブレードに異物を吸い込んだため発生したと 

思われる小さな傷が数箇所認められた他に異常は認められなかった。

イ　No.２エンジンは、ファン・ブレード及びタービン・ブレードに損傷は認 

められなかったが固着しており、エア・インレット・カウル及びカウリング 

は焼損していた。

（写真７～１９参照）

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

滑走路が損傷し、滑走路灯２基及び滑走路中心線灯２基が破損した。

２．５　乗組員に関する情報

2.5.1　運航乗務員

機長 男性 ５１歳

定期運送用操縦士技能証明書 第１５２２号

昭和４６年１０月１２日

限定事項

陸上多発機 昭和４２年９月１４日

日航製式ＹＳ－１１型 昭和４３年７月１６日

ダグラス式ＤＣ－９型 昭和５４年９月１日

第一種航空身体検査証明書 第１６２１００３８号

有効期限 平成５年４月２２日

総飛行時間 １６，１０６時間４４分

同型式機飛行時間 ８，４６８時間２７分

最近３０日間の飛行時間 ４２時間１５分

同型式機機長発令年月日 昭和５５年１月１日

当該路線資格 取得 昭和６０年６月１０日

更新 平成４年４月２０日



最近の緊急対策訓練 平成４年８月２日

副操縦士 男性 ２７歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 第１１９７４号

平成３年４月２６日

限定事項

陸上多発機 平成２年１１月１４日

ダグラス式ＤＣ－９型 平成４年６月１７日

第一種航空身体検査証明書 第１６２１００１６号

有効期限 平成５年１０月１６日

総飛行時間 ６１５時間５３分

同型式機飛行時間 ３８０時間５３分

最近３０日間の飛行時間 ４４時間５４分

副操縦士発令年月日 平成４年１１月６日

最近の緊急対策訓練 平成３年１２月１９日

2.5.2　客室乗務員

先任客室乗務員Ａ 女性 ２９歳 経験１１年

緊急脱出時の配置 前方脱出口（左側）

最近の緊急対策訓練 平成４年５月２７日

客室乗務員Ｂ 女性 ２３歳 経験 ３年

緊急脱出時の配置 前方脱出口（左側）

最近の緊急対策訓練 平成４年１２月２２日

客室乗務員Ｃ 女性 ２９歳 経験 ９年

緊急脱出時の配置 左主翼翼上脱出口

最近の緊急対策訓練 平成５年４月１４日

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ダグラス式ＤＣ－９－４１型

製造年月日 昭和５３年９月７日

製造番号 第４７７６７号

耐空証明 第東５３－３１４号



有効期限 整備規程（（株）日本エアシステム）の適用を受けている期間

総飛行時間 ２４，１６７時間１９分

定時点検（6C点検（平成4年10月10日実施））後の飛行時間 ８８２時間０８分

2.6.2　エンジン

同機には、２基のプラット・アンド・ホイットニ式ＪＴ８Ｄ型エンジンが搭載さ 

れていた。

エンジン番号 製造番号 総飛行時間

No.１ Ｐ６８６２２４Ｄ ２５，０４８時間４９分

No.２ Ｐ６８６２９７Ｄ １９，５９３時間３６分

2.6.3　重量及び重心位置

同機の着陸時の重量は８５，２５２lb、重心位置は１８．６％ＭＡＣと推算され、 

いずれも許容範囲（最大着陸重量１０２，０００lb、着陸時の重量に対応する重心範 

囲５．０％～３６．０％ＭＡＣ）内にあったものと推定される。

2.6.4　燃料及び潤滑油

使用燃料はＪＥＴ　Ａ－１、潤滑油はＡＳＴＯ　５００で、いずれも規格品であっ 

た。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　事故当時の東北地方の天気概況

事故当日、０６時００分に盛岡地方気象台が発表した天気概況は、次のとおりで 

あった。

発達中の低気圧が北海道北部にあり、これから南西に伸びる寒冷前線が日本 

海中部に達しています。このため、東北地方は日本海側のところどころで曇っ 

ているほかは晴れています。

岩手県内は内陸で曇っていますが沿岸はよく晴れています。

寒冷前線が昼頃にかけて県内を通過するため、それまで内陸は雲が多く沿岸 

でも時々曇って、ところによりにわか雨がある見込です。

今夜から明日にかけては上空にやや強い寒気が入るため山沿いを中心に小雪 

が降るところがある見込みです。

なお、今日日中から明日にかけて風が強い見込みですから各方面ともご注意 

ください。

（付図３　地上天気図参照）



2.7.2　盛岡地方気象台及び仙台航空測候所が発表した注意報及び警報

（１）強風注意報（４月１７日２０時２０分盛岡地方気象台発表）

沿海州に発達中の低気圧があって東南東に進み、明日朝には北海道付近に達 

し、その後冬型の気圧配置となる見込みです。

このため、岩手県では南西の風が沿岸の海域から次第に強まり、明日から明 

後日にかけては全般に北東の風が強く、海上では波が高くなりますから注意し 

てください。予想される最大風速は海、山では１５m/sから１８m/s、平地では 

１３m/sから１５m/sです。

（２）強風注意報（４月１８日１２時３０分盛岡地方気象台発表）

オホーツク海には発達中の低気圧があって東北東に進んでおり、東北地方で 

は冬型の気圧配置となり、気圧の傾きが急になっています。このため、岩手県 

では明日の日中まで北西の風が強く、沿岸の海域では波が高いので各方面とも 

十分注意して下さい。予想される最大風速は海、山では１５m/sから１８m/s、 

平地では１０m/sから１５m/sです。

（３）仙台飛行場強風警報（４月１８日０９時００分仙台航空測候所発表）

気圧の傾きが急で、今吹いている西よりの風は今夜初めまで続き、最大風速 

３５kt前後、最大瞬間風速４５kt～５０ktが見込まれますので十分警戒して下 

さい。

2.7.3　花巻空港の事故関連時間帯における航空気象観測値

11:00 風向２９０°、風向変動２５０°～３２０°、風速１４kt、最大３３kt、 

最小５kt、視程２０km、雲量３／８ 積雲４，０００ft、気温１３℃、 

露点温度３℃、ＱＮＨ２９．４４in-Hg

12:00 風向３００°、風向変動２５０°～３３０°、風速２１kt、最大３６kt、 

最小１０kt、視程２５km、雲量２／８ 積雲４，０００ft、気温１３℃、 

露点温度０℃、ＱＮＨ２９．４１in-Hg

12:45 風向２８０°、風向変動２４０°～３５０°、風速２０kt、最大４１kt、 

最小７kt、視程２５km、雲量１／８ 積雲４，０００ft、気温１４℃、 

露点温度－１℃、ＱＮＨ２９．４１in-Hg

13:00 風向２９０°、風向変動２５０°～３３０°、風速２３kt、最大３９kt、

最小１１kt、視程３０km、雲量１／８ 積雲４，０００ft、気温１３℃、 

露点温度－１℃、ＱＮＨ２９．４２in-Hg

上記の観測値は、すべて滑走路２０側における観測によるものであった。

（付図４　風向風速の記録、付図５　温湿圧計の記録参照）



２．８　航空保安施設等に関する情報

花巻空港の航空保安施設のうち、同機が使用したＶＯＲ／ＤＭＥ及び進入角指示灯 

（ＰＡＰＩ）は、事故当時、正常に運用されていた。

２．９　通信に関する情報

同機は東京管制区管制所（１１８．９MHz）、カンパニー・ラジオ（エアシステム信 

越１３０．２５MHz）、札幌管制区管制所（１３３．８MHz）及び花巻レディオ（１１８．２ 

MHz）と交信しており、その交信状況はいずれも良好であった。

２．１０　飛行場及び地上施設に関する情報

花巻空港は、花巻市街地から約３km北にあり、岩手県が管理している。

花巻空港の標高は２９５ft、滑走路は真方位１８°３０'／１９８°３０'で、滑走 

路方位は０２／２０、長さ２，０００ｍ、幅４５ｍ、滑走路面はアスファルト・コンク 

リートで舗装されており、表面がグルービングされている。

２．１１　飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置等に関する情報

同機には、米国サンドストランド社製ＦＡ５４２型飛行記録装置（以下「ＦＤＲ」 

という。）及び同社製ＡＶ５５７Ａ型操縦室用音声記録装置（以下「ＣＶＲ」という。） 

が装備されていた。

2.11.1　ＦＤＲ記録

同ＦＤＲは、データを金属箔に打刻して記録する方式で、時刻及び飛行データと 

して垂直加速度、指示対気速度、気圧高度及び機首磁方位の４項目が記録されてい 

る。各飛行データの記録頻度は、垂直加速度については１／１０秒毎に、指示対気速 

度、気圧高度及び機首磁方位については１秒毎である。回収されたＦＤＲは、発生 

した火災により外箱が煤けていたが、データが記録された金属箔の状態は良好であっ 

た。

読み取りの結果、各記録に約６秒から９秒間のデータ抜けが認められた。これは 

事故時の衝撃により発生したものと推定され、このデータ抜けが発生した時刻から 

約１８０秒後に垂直加速度が、また約２１０秒後には他の記録も停止していた。金 

属箔のコピー及び読み取った飛行データのうちハードランディングの手前約１２０ 

秒間の記録を3.1.1項で補正したものをグラフにして、別添１に示す。

2.11.2　ＣＶＲ記録

同ＣＶＲは、火災により焼け落ちた残骸の中から発見され、外箱が炎にさらされ 

た状態であったが、記録の再生は可能であった。同機が１２時１２分３９秒に仙台



空港飛行場情報放送（ＡＴＩＳ）を聴取したときから、１２時４７分４０秒に滑走 

路上でかく座炎上して、乗客の緊急脱出が終了するまでの３５分０１秒間の操縦室 

内の音声や音響情報が記録されていた。

ＣＶＲは４チャンネルで構成されており、チャンネル１は機内放送、チャンネル 

２は副操縦士、チャンネル３は機長、チャンネル４はエリア・マイクロホンとなっ 

ており、１～３チャンネルについては録音状況が比較的良好であったが、チャンネ 

ル４は雑音が多く、音声レベルが極端に低いため、運航乗務員の会話の内容を聴き 

取ることが極めて困難な状態であった。

ＣＶＲ記録の内容を別添２に示す。

2.11.3　乗客により撮影されたＶＴＲ記録

ＶＴＲ記録には、同機が花巻空港の最終進入経路を飛行中の約１分間の機内外の 

状況、着陸滑走している約４０秒間の機内外の状況及びこの間に火災が発生した様 

子、撮影者が脱出後の乗客、乗組員の脱出する様子及び機体が炎上している状況等 

が記録されていた。

２．１２　医学に関する情報

同機の乗組員５名及び乗客７２名計７７名中、乗組員１名及び乗客２名が重傷を負 

い、乗組員４名及び乗客５１名が軽傷を負った。重傷者は収容された病院の診断によ 

れば、乗組員１名（機長）は第１２胸椎圧迫骨折、乗客１名は肋骨骨折、左胸腔内出 

血及び右足関節捻挫、他の乗客１名は頸椎及び腰椎捻挫であった。また、軽傷者は、 

頸椎捻挫（軽いむちうち）、打撲、捻挫等と診断された。

２．１３　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難に関する情報 

2.13.1　着陸時の状況

ＶＴＲ記録によれば、着陸直前機体が揺れたため乗客の大声が上がり、また着陸 

滑走中、右翼付近で火災が発生したため機内がオレンジ色に照らされており、乗客 

は混乱に陥って大声を上げていた。

2.13.2　緊急脱出口

ＤＣ－９－４１型客室内の脱出口は前方左右に各１箇所、主翼翼上左右に各２箇 

所、後方に１箇所設けられている。

客室乗務員の脱出口の分担は運用規定により次のとおり規定されている。

先任客室乗務員Ａ 前方脱出口（左側）

客室乗務員Ｂ 前方脱出口（右側）



客室乗務員Ｃ 後方脱出口

なお、主翼翼上脱出口については、客室乗務員の配置がなく、原則としてその脱 

出口の前に着座した乗客が客室乗務員の指示に従い脱出口を開放することとなって 

いる。脱出に当たっては脱出口から主翼翼上に出た後、フラップを滑り台として地 

上に降りることとなっている。

2.13.3　緊急脱出時の状況

ＣＶＲ記録及びＶＴＲ記録によれば、次のとおりであった。

機体の着陸後、乗客が混乱に陥り客室乗務員が大声で乗客を制止していた。 

左主翼翼上脱出口から脱出した乗客は、翼の前縁より脱出を行っていた。 

また、乗客が緊急脱出中エンジンが作動していた。

機長が脱出を指示してから、客室乗務員が乗客の脱出の確認を機長に報告す 

るまでの所要時間は、８６秒であった。

緊急脱出に使用された脱出口は、前方脱出口（左側）と左主翼翼上脱出口２ 

箇所の計３箇所であった。

なお、それぞれの脱出口から脱出した乗客の判明している数は、前方脱出口 

（左側）２４名、左主翼翼上脱出口４１名であった。

2.13.4　乗組員の緊急脱出時の対応

（１）乗組員の緊急対策訓練

同社の規定により、運航乗務員及び客室乗務員は緊急対策訓練を毎年一回実 

施することになっている。同社の記録によれば、機長及び３名の客室乗務員に 

ついてはこの訓練が実施されていたが、副操縦士は平成３年１２月１９日に行 

われて以降実施されていなかった。

（２）運航乗務員の対応

ＣＶＲ記録及びＶＴＲ記録によれば、次のとおりであった。

機長は、機体が停止してから、副操縦士及び客室乗務員より機体の右側 

で火災が発生していることを告げられ、左側から緊急脱出を行うよう客室 

乗務員に指示した。その後、機長は客室乗務員から乗客の脱出が終了した 

旨報告を受けた後、脱出口でエンジンが作動しているのに気づき操縦室に 

戻った。その後エンジン音が停止した。

（３）客室乗務員の対応

ＣＶＲ記録及びＶＴＲ記録によれば、次のとおりであった。

客室乗務員は、着陸時機体右側で発生した火災で混乱に陥った乗客が席 

を立ち、また主翼翼上脱出口を開けようするのを大声で制止した。



機体が停止後、機長に対し機体の右側で火災が発生している旨報告を行 

い左側から緊急脱出する指示を受けた。

緊急脱出に当たって乗客に「落ち着いて」、「荷物を持たないで」等声 

をかけていた。

客室乗務員の配置は、前方脱出口（左側）に２名、左主翼翼上脱出口に１名 

であった。

なお、後方脱出口担当客室乗務員の口述によれば、機体右側で火災発生を認 

知しNo.２エンジンの火災が想定されることから、右側脱出口及び後方脱出 

口からの脱出は危険であると判断し開放しなかったとのことである。

2.13.5　花巻空港の消火救難体制

（１）花巻空港の消火救難組織の概要

花巻空港における消火救難業務は、管理者である花巻空港管理事務所（岩手 

県）が行うことになっており、岩手県防災計画により、花巻空港に事務所を有 

する団体との間で「花巻空港消火救難業務に関する協定」が締結されている。

また、関係機関として消防署、警察署、病院等が定められており適時応援を 

求めることができる体制になっている。

（２）花巻空港の消火機材及び要員について

花巻空港には、化学消防車１台が配備されており、消防要員は花巻市消防署 

から派遣された３名が勤務している。

（３）消火救難訓練

「花巻空港消火救難業務に関する協定」第１０条（訓練）の項に、定期的に 

総合訓練を実施することが記載されている。総合訓練は、平成元年１１月８日 

に行われた以降実施されていなかった。

なお、消防要員の訓練として、凍結期間を除き２週間に１度放水訓練が行わ 

れている。

2.13.6　消火救難活動

（１）消火救難業務の要請及び消火救難車両の出動

花巻空港管理事務所は、１２時４５分ごろ花巻空港出張所の航空管制情報官 

から火災発生の通報を受け、化学消防車１台を出動させるとともに関係機関で 

ある花巻市消防署、警察署等に対し応援を要請した。

１２時４７分ごろに花巻空港の化学消防車、１２時５６分ごろに花巻市消防 

署石鳥谷分署の水槽付消防ポンプ車、１２時５８分ごろに花巻市消防署の化学 

消防車、消防ポンプ車、水槽付消防ポンプ車、水槽車、運搬車及び指令車各々



１台が現場に到着した。更に１３時０２分及び１３時１７分ごろに花巻市消防 

署の救急車が２台到着した。

（２）消火救難活動

花巻空港管理事務所の消防待機室から出動した消防要員によれば、消火救難 

活動は次のとおりであった。

当日は風が強く、航空機の着陸の様子を見ていたところ、機首から接地 

して「どーん」と大きな音が聞こえた。とっさに事故になると思い、出動 

の準備をした。出動の直前に管理事務所から出動命令があり、１２時４５ 

分ごろに化学消防車を出動させた。

エプロンを走行中、滑走路の北端あたりで黒煙が約２０ｍの高さまで昇っ 

ているのが見え、機体の約９００ｍ手前まできたところで機体から火が出 

ているのが見えた。

現場に到着したのは１２時４７分ごろであり、乗客はすでに脱出し、避 

難していた。

機体の右後方に化学消防車を停止させ、直ちに消火活動を開始した。右 

主翼の付け根部分から火が出ており、右後方約１０ｍの位置から泡沫消火 

剤を放射したが、西風が強く泡沫消火剤が約５ｍしか飛ばなかったため、 

機体の左側に回り込み再び消火活動を実施した。消火活動実施中「どん、 

どん」という爆発音が５、６回聞こえ、その後、機体は中央付近から２つ 

に折れた。

１２時５８分ごろ花巻市消防署の化学消防車が到着して消火活動に参加し、

１３時２５分ごろ鎮火した。

乗客は、機体から西側に約２００ｍ離れた芝生上に避難した後、救急車及び 

バスで空港ターミナルビルに収容され、負傷者は要請により出動した医師によ 

り簡易な手当を受け、負傷者の内２０名が救急車により病院に収容された。 

（付図２参照）

２．１４　事実を認定するための試験及び研究

2.14.1　滑走路上に残された痕跡

滑走路上には、同機が最初に接地し、バルーニングして再度接地し、その後機体 

が右に傾き右翼端を接地させた後、滑走路上を滑走して停止するまでの間の痕跡が 

残されていた。

滑走路０２末端から９７ｍ（滑走路０２の接地点標識の手前約２００ｍ）の地点 

に右主脚、９９ｍの地点に左主脚、１１０ｍの地点に前脚のタイヤ痕が認められ、 

前脚タイヤの痕跡は機体の中心線から約３ｍ左にずれていた。これらの接地痕と主



脚及び前脚の位置関係から、同機の接地時の機首方位は、滑走路０２に対して左に 

約１０°であった。

また、同末端から１１１ｍ及び１１６ｍの地点には前脚の後部ドア、ホイール及 

びアクスル等の接触によると思われる痕跡が認められた。

続いて、同末端から４２６ｍの地点に左主脚、４３３ｍの地点に右主脚、４４５ 

ｍの地点に前脚が、それぞれ再度接地したタイヤ痕が認められた。

この地点から約５０ｍの地点の滑走路の右ショルダには、右主翼端が接触した痕 

跡が認められた。

引き続き、同末端から約６００ｍの地点から前脚のアクスル部分等が滑走路面上 

を擦り、機首を滑走路中心線に対して約１０度左に向け、滑走路上をゆるやかに蛇 

行しながら機体が停止するまでの約１，４００ｍにわたって、前脚及び主脚の痕跡が 

残されていた。なお、前脚の痕跡と左主脚の痕跡はほとんど重なった状態であった。

また、同機が再度接地したと思われる地点から機体が停止した地点までの間には、 

右主脚の痕跡に沿って燃料が燃えた跡が認められ、機体が停止した位置の手前約 

３００ｍから溶解したアルミ片が点在していた。滑走路０２末端から約７４０ｍ及 

び約１，０００ｍ付近の東側着陸帯の芝生約２００㎡が、焼損していた。

（付図６参照）

2.14.2　落下部品

右主脚が最初に接地した付近の滑走路上には、右主脚取り付けフィッティングの 

ボルト１本が切断して落下していた。

右主脚取り付けフィッティングのボルトが落ちていた付近から機体が停止したあ 

たりまで、滑走路上及び東側着陸帯には、前脚格納室内の構造部材、前脚のホイー 

ル及びウォーター・デフレクタ等の部品及び破片が多数落下していた。

前脚の右側タイヤは、東側着陸帯内に落下していた。

右側フラップ後縁の外板と認められる破片が、東側着陸帯に落下していた。

ノーズ・レドームのラッチ１個が、滑走路端から約２７０ｍの滑走路上に落下し 

ていた。

多数の破断したリベット片が、滑走路上及び東側着陸帯に落下していた。

2.14.3　事故後の機体等の状況

（１）機体の状況

ア　前脚前方ドアが開いていた。

イ　前方左側扉は開放され、脱出スライドが展張されていた。

ウ　左側主翼上２箇所の非常脱出口が開放されていた。



エ　左主翼フラップはフル・ダウン位置であった。

オ　左主翼スラットはエクステンド位置であった。

カ　左主翼スポイラはストウ位置であった。

キ　ホリゾンタル・スタビライザのリファレンス・リベットの位置は、バーチ 

カル・スタビライザのリファレンス・リベットから約８５mm下側にあった。

ク　両方のエンジン共、スラスト・リバーサはストウ位置であった。

（２）操縦室及び計器類の状況

ア　主な計器の指示は、次のとおりであった。

（ア）高度計 左 ＱＮＨ：２９．４１in-Hg

バグ：２９０ft、８８０ft

右 ＱＮＨ：２９．４１in-Hg

バグ：２９０ft、８９０ft

（イ）電波高度計 左 バグ：２００ft

右 バグ：２００ft

（ウ）速度計 左 バグ：１１９kt、１２８kt、１４２kt

１６７kt、１９０kt

右 バグ：１２０kt、１２８kt、１４１kt

１６６kt、１９０kt

（エ）ＨＳＩ機首方位 左：０４１°

右：０４１°

（オ）ＲＭＩ機首方位 左：０４１°

右：０４１°

（カ）全燃料計 ：１９，２５０lb

（キ）燃料油量計 左メイン ：６，６００lb

右メイン ：４，０００lb

センタ ：４，０００lb

オグジャリ ：１，１００lb

イ　スイッチ及びレバー等の位置は、次のとおりであった。

（ア）オートマチック・ブレーキ・セレクタ ：オフ

（イ）ラダー・ハイドロリック・コントロール・レバー ：オン

（ウ）フューエル・クロスフィード・レバー ：オフ

（エ）ラダー・トリム・コントロール ：左０．５

（オ）エルロン・トリム・コントロール ：中立

（カ）ロンディチュゥディナル・トリム・インジケータ ：－１．５

（キ）スピード・ブレーキ・レバー ：最前方



（ク）オートスロットル ：ディスエンゲージ

（ケ）パワー・レバー ：左右ともアイドル

（コ）スラスト・リバーサ・レバー ：左右とも最前方

（タ）フューエル・コントロール・レバー ：左オフ、右オン

（チ）フラップ・コントロール・ハンドル ：フル・ダウン

（ツ）エンジン・ファイヤ・ハンドル ：右プル

2.14.4　右主脚取り付け部の調査

右主脚アタッチ・フィッティング周辺の主翼構造部材は、焼損してフィッティン 

グ部分で分離しており、熱により溶断されていた。

右主翼下面の右主脚アタッチ・フィッティングの取り付けボルト２本が切断され 

ており、うち１本が滑走路上で発見された。この２本のボルト孔は楕円状に変形し 

ており、この変形状態から機体にかかった荷重の方向は右前方からであり、機体の 

中心線に対して約１０°の方向であった。

また、同箇所の他の５本のボルトの頭部の欠損が認められるとともに、これらの 

ボルトは段付き変形をしており、この変形状態は、上記の２本のボルト孔の変形と 

同じ様相を呈していた。

2.14.5　右主翼後主桁の調査

右主翼ルート部の後主桁ウエブは、中央主翼と外側主翼との接合部で多数のロッ 

ク・ボルトの切断を伴って破断していた。これらボルト孔は楕円状に変形しており、 

この変形状態は右主脚が上方に突き上げられた様相を呈していた。ウエブの破断面 

は炎にさらされ溶解していた。

また、右外側主翼後主桁のウエブ及び下側スパー・キャップが、右主脚アタッチ・ 

フィッティングの内側で破断していた。

２．１５　その他必要な事項

2.15.1　ルートマニュアルに記載された花巻空港の気象特性

同社のルートマニュアルには、花巻空港の風の特性として、風向は年間を通して 

西よりの風が多く、風速は冬から春にかけ低気圧が発達しながら北海道からオホー 

ツク海を北東に進むとき強い西よりの風が吹くこと等が記載されている。

（別添３参照）

2.15.2　横風限界

離着陸時の最大横風値について、同社の運航規程によれば、次のとおりである。



離着陸時の最大横風値（平均風）は滑走路がドライ及びウエットの状態で２５ 

ktとする。この値は、制限値ではないができるかぎりこの値以下で運航するこ 

と。

ただし、離陸開始後または着陸決定後の一時的な超過は許容する。

また、運用規定（ＤＣ－９－４１）によれば、次のとおりである。

離着陸時の横風速度制限は、滑走路面がドライ及びウエットの状態で２５kt 

（平均風）である。（別添４参照）

なお、同型式機の型式証明において、乾いた滑走路面で実証された離着陸時の最

大横風成分（平均風）は３８kt（－４１型機に適用）である。

2.15.3　同機の操縦

同機の操縦はＣＶＲ記録によれば、１２時２０分ごろから同機がハードランディ 

ングするまでの間は副操縦士が操縦を行っていたと読み取れる内容である。

また、運航乗務員の口述によれば、同機の操縦は、名古屋空港の離陸時から巡航 

高度までは副操縦士が行い、その後一旦機長と交替し、新潟上空を通過後花巻手前 

約１００nmで再び副操縦士に交替し、ハードランディングするまでの操縦は副操縦 

士が行ったと述べている。

2.15.4　副操縦士の右席で操縦できる範囲

同社の運航乗務員訓練審査実施規定によれば、機長が当該型式の機長発令後６ヵ 

月以上経過し、所定の教育及び点検を終了した者で、副操縦士が当該型式の副操縦 

士発令後６ヵ月未満の場合は、副操縦士が右席で操縦できる実施範囲は上昇、巡航、 

降下、進入のみである。

なお、機長が路線教官、飛行教官又は査察操縦士の場合は、副操縦士の経験要件 

に関わらず離着陸を含む全ての範囲を行わせることができる。その際、副操縦士が 

離着陸を実施する条件として、横風成分は１３kt以下である。

当該機長は上記の路線教官、飛行教官又は査察操縦士の資格を有しておらず、当 

該副操縦士が副操縦士発令後６ヵ月未満であるので、副操縦士が右席で操縦できる 

範囲は、上昇、巡航、降下及び進入までである。

（別添５参照）



2.15.5　同機が飛行前及び飛行中に入手した花巻空港の風の情報

時刻 入手先 風の情報

11:00 名古屋運航管理者 （R/W20） ２９０°風向変動２５０°～３２０° １４kt

最大３３kt 最小５kt

12:00 エアシステム信越 （R/W20） ２８０° 風向変動２５０°～３３０° ２１kt 

最大３６kt

12:31 花巻レディオ （R/W20） ２８０° １４kt 最大２２kt 最小８kt

（R/W02） ２８０° ２６kt 最大３４kt 最小２０kt

12:36 花巻レディオ （R/W02） ２８０° ２５kt 最大３２kt

12:37 花巻レディオ （R/W02） ２９０° ２１kt 最大２８kt

12:39 花巻レディオ （R/W02） ２８０° ２３kt 最大４０kt 最小１４kt

12:40 花巻レディオ （R/W02） ２８０° ３０kt 最大４４kt 最小１８kt

12:42 花巻レディオ （R/W02） ２８０° ２５kt 最大３４kt 最小２０kt

2.15.6　失速速度及び進入速度

同社の運用規定によれば、事故当時の同機の失速速度（Ｖs）は９１kt、基準進入 

速度（ＶREF）は１１８kt、１２時００分の花巻空港の風速をもとに算出すると目標 

進入速度（ＶTG）の最大は１３３kt、最小１２３ktとなるが、滑走路状態、滑走路 

長を考慮して目標進入速度（ＶTG）は決定することとされている。

調査の結果、同機の速度計にセットされていた目標進入速度（ＶTG）のバグは 

１２８ktであった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

3.1.1　ＦＤＲ記録の補正

飛行データを実際の数値に変換するに際し、同ＦＤＲが前回整備されたときに記 

録された校正値を使用して計算を実施した外、補正は次のとおりである。

（１）垂直加速度

同機が名古屋空港を出発前、機体が停止していたときの記録値を１Ｇとして 

補正した。

（２）指示対気速度

接地寸前の低高度においては地面効果を補正した。



（３）気圧高度

同機がハードランディングした際データ抜けが発生し、データの記録が再開 

されてから約５秒間の平均値を花巻空港の標点の高さとし、接地寸前の低高度 

においては地面効果を補正して高度とした。

（４）機首磁方位

記録結果が、同機が花巻空港の滑走路上で停止したときの機首方位と概ね一 

致していたため、補正は実施しなかった。

（５）時間軸

ＣＶＲに記録された最初に接地したときの音と、データ抜けが発生した時刻

を一致させたが、データの記録頻度から垂直加速度には最大±０．０５秒、他

のデータには最大±０．５秒の誤差が考えられる。

なお、ＦＤＲの精度は製造会社の資料によれば、次のとおりである。

垂直加速度 ±０．２Ｇ

指示対気速度±１０kt

気圧高度 ±１００ft（高度－１，０００ft～２，０００ftにおいて）

～

±７００ft（高度５０，０００ftにおいて）

機首磁方位 ±２°

時間軸 ±１％（８時間につき）

3.1.2　気象解析（付録参照）

（１）概要

花巻空港における気象観測資料によれば、事故当日の０８時５５分ごろ、風 

向が南寄りから西寄りに変化するとともに風速が急増していることから、同時 

刻ごろ寒冷前線が花巻空港付近を通過したものと推定される。

また、風速は一旦少し弱まったが、１１時２０分ごろから最大瞬間風速は大 

きくなり、風の変動は激しくなっている。

これは、寒冷前線の通過後、上空の前線面（逆転層）が奥羽山脈の上に達し、 

いわゆる“山越え気流”の性質をもった強風が発達したものと推定される。

本事故は、風速の変動が最も激しいころに発生したものである。

（２）事故当時の花巻空港における地上風の特徴

花巻空港における地上風は、奥羽山脈を越えて来る山越え気流で、風速変動 

の激しい西風であった。

なお、この日の最大瞬間風速は滑走路０２の風向風速計において１１時５１ 

分に４８．３ktを記録している。また、滑走路２０の風向風速計において記録さ



れたこの日の最大瞬間風速は４６．４ktであり、盛岡地方気象台花巻空港出張所 

が１９８３年から１９９３年まで、滑走路２０の風向風速計について行った統 

計では、４月としては第５位（１位は５１．８kt）であった。

（３）同機が進入・着陸時に受けた風の推定

滑走路０２の風向風速計の記録による事故関連時間帯の滑走路０２の最大瞬 

間風速は、１２時３２分に４８．１ktが記録されており、ハードランディングし 

た時間に極めて近い時間である１２時４４分には風向３３０°、最大瞬間風速 

４６．５ktであり、その直後には風速が２６ktまで急減していることから、強 

いウインド・シヤーがあったことが推定される。

（４）ウインド・シヤー

ICAOのサーキュラ（付録の文献３参照）によれば、ウインド・シヤーは、上 

昇流と下降流も含めて、空間における風向又は風速の変化とされている。

また、ウインド・シヤーの強度は、light、moderate、strong、severeに

分類されており、“severe”は、遭遇すれば航空機の飛行能力を超えてしまうよ 

うな強度と持続時間をもったウインド・シヤーであり、操縦が困難になるとさ 

れている。

同機が接地直前に遭遇したウインド・シヤーはSevereの範囲にあるものと推 

定される。

3.1.3　火災発生の経緯

（１）機体が損傷した状況

機体の細部調査、ＦＤＲ記録及び滑走路上に残された痕跡及び部品の状況等 

から、同機は機首下げ右バンクの状態で機首を左に向け右に横滑りしながら、 

滑走路にハードランディングした。

このため、機体に設計強度以上の荷重がかかって、前脚が損傷し、タイヤ、 

ホイール及びアクスルが滑走路に接触するとともに、右主脚接地時に右主脚ア 

タッチ・フィッティング周りの主翼構造部材が損傷し、その後、バルーニング 

して再び接地し、主翼構造部材の損傷が増大したものと推定される。

（２）火災発生の推定

バルーニング後の接地時に、主翼構造部材の損傷により燃料が漏れると共に 

火花が発生し、漏れた燃料に引火したものと推定される。

着陸滑走中に右主翼下で火災が発生した後、同機の滑走速度が減速して行く 

とともに火勢が増して、風が強かったこともあり機体が停止した後に火災が一 

層大きくなって、右主翼及び胴体部分のほとんどが焼失した。

なお、東側着陸帯２ヵ所の芝生の火災については、西寄りの風が強かったた



めに、火炎が吹き流されたためと思われる。

3.1.4　同機の着陸距離

同機の滑走路上に残された痕跡は、最初の接地、及び約３００ｍの間をバルーニ 

ングした後、再度接地してから機体が停止するまでの間の約１，５００ｍにわたって 

残されていた。機体は滑走路０２末端から約１，９６０ｍの地点に停止しており、 

最初の接地から約１，８６０ｍであった。

着陸時の進入速度１１８kt、重量８５，２５２lb、風による補正－３kt、空港の気 

圧高度７６７ftの条件で、着陸距離は約７５０ｍ（２，４６０ft）と推算される。同 

機が約１，８６０ｍの距離を要したことについては、異常な着陸をして、バルーニン 

グしたこと、及び降着装置が損傷し左主脚の外側タイヤがバーストしブレーキ系統 

が左右の主脚の内側タイヤの系統のみしか作動しなくなりブレーキの効きが悪くなっ 

たことが考えられる。（付図７参照）

3.1.5　ＧＰＷＳ

同機には、ＧＰＷＳが装備されており、各モードの作動条件及びそのモードに応 

じた警報音は別添６に示すとおりである。

ＣＶＲ記録及びＦＤＲ記録によれば、同機が接地する１２秒前に、高度約４６０ 

ftで電波高度計２００ftにセットされていたモード６「ミニマム、ミニマム」の警 

報音が鳴った。また、同９秒前にはモード１「シンクレイト」の警報音が一回鳴っ 

た。シンクレイトの警報音が鳴ったときの高度は約３９０ft（対地高度約１３０ft） 

であった。シンクレイト警報音作動前３秒間の同機の降下率を推算すると約１，４００ 

ft/minとなり、ＧＰＷＳのシンクレイト警報音の作動範囲（１，２００～１，４００ft 

/min）内であったものと推定される。

なお、このＧＰＷＳは対地高度５０ft以下では作動しない。

3.1.6　最終進入プロファイルの推定

（１）垂直加速度

ＦＤＲ記録によれば、最終進入中の垂直加速度は０．８Ｇから１．１Ｇの間で、 

小刻みに激しく変化している。

同機が接地したときの値は計測範囲（－３～＋６Ｇ）に記録されていないこ

と及び機体の損傷状況から、＋６Ｇを超えていたものと推定される。

（２）指示対気速度

ＦＤＲ記録によれば、指示対気速度は、同機の接地約１００秒前から約３８ 

秒前まで、最大１４０kt、最小１２０ktの間を、短い時間間隔でかなり早く変



化している。接地約３８秒前から約３０秒前までは約１４０ktから約１２１kt 

まで小刻みに変化しながら減速し、その後約２６秒前から約１６秒前までは約 

１２０ktから約１４８ktまで、約１０秒間で約２８kt増速している。

接地約１６秒前から約８秒前までは、約１４８ktから約１１８ktまで、約８秒 

間で３０kt減速し、その直後、瞬間的に約１３１ktまで増速した後、接地約３ 

秒前までの約５秒間に、約１０９ktまで約２２kt減速している。

（３）降下率

ＦＤＲ記録によれば、同機は、降下率をかなり変動させながら、接地約３８ 

秒前に高度約７３５ftまで降下した。

接地約３８秒前からは、短い時間間隔で降下率が大きく変動し、降下と上昇 

を繰り返した後、約４秒前、高度約３７０ftから急激に降下した。

接地約９秒前に、ＧＰＷＳのシンクレイト警報音が鳴っていることから、こ 

の直前の降下率は、１，２００～１，４００ft/minの間であったと推定される。

（４）クラブ

ＦＤＲ記録によれば、機首方位は、接地約３０秒前から接地前までは約０００° 

から約００６°までの間で変化しており、最終進入中のクラブは風に対して適 

切に取られていたものと推定される。

（５）接地時の機体姿勢

2.14.1項に述べたように、同機はクラブ修正操作及びフレア操作を行う間も 

なく、接地したものと推定される。

また、バルーニングした後の接地は左主脚、右主脚、前脚の順であったもの 

と認められる。

３．２　解析

3.2.1　機長及び副操縦士は、適法な航空従事者技能証明及び航空身体検査証明を有 

していた。

3.2.2　同機は有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.2.3　調査の結果、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.2.4　機長は副操縦士に着陸を行わせることができる要件を、また副操縦士は着陸 

を行うことができる要件を有していなかった。

3.2.5　飛行中に通報を受けた花巻空港の風は、副操縦士が着陸を行うことができる 

横風速度制限値を大幅に超えていたものと認められる。



3.2.6　3.1.6項に述べた垂直加速度、指示対気速度及び降下率の変化の状況から、同 

機は、最終進入中、ウインド・シヤーの影響を受けていたものと推定される。

3.2.7　3.1.6項に述べた指示対気速度の変化は、風の急激な変動によるものと推定さ 

れ、接地直前には激しいウインド・シヤーに遭遇したものと推定される。

3.2.8　機長及び副操縦士は、ランディング・ブリーフィング前に入手した風の情報 

を考慮して、基準進入速度に１０ktを加えた速度を目標進入速度としたものの、そ 

の後、最終進入時、風速が大きく変動する中で指示対気速度の大きな変動があり、 

更に、ＧＰＷＳのシンクレイトの警報音が鳴ったにもかかわらず、機長は副操縦士 

に操縦を委ねたままであることなど、これに適切に対処した様子がＣＶＲ記録から 

窺われなかったたことから、ウィンド・シヤーに対する関心が低かったものと推定 

される。

3.2.9　同機は左にクラブを取ったまま前脚から接地したものであり、ウィンド・シ 

ヤーにより、過走帯付近から対気速度が急速に低下したため、クラブ修正操作及び 

フレア操作を行う間もなく急激に降下したものと推定される 。

3.2.10　同機が損傷したのは、制限降下率を大きく超える降下率で、かつ、異常な姿 

勢でハードランディングしたことによるものと推定される。

3.2.11　火災は、同機がハードランディングした際に損傷を受け、バルーニングした 

後、再度の接地時にさらに損傷が増大して、燃料に引火して発生したものと推定さ 

れる。

3.2.12　同機の着陸距離が長くなったことについては、約３００ｍバルーニングした 

こと、及び異常な着陸であったため降着装置が損傷しブレーキの効きが悪くなった 

ことによるものと推定される。

3.2.13　緊急脱出に際し、No.１エンジンの停止操作が適切に行われなかったものと認 

められる。

3.2.14　消火活動は、強風のため消火の開始に時間を要したものと推定される。



４　原因

本事故は、風向風速が大きく変動する強風下で、ウインド・シヤーに対する十分な 

警戒をすることなく着陸のための進入を行い、過走帯付近を通過する際、激しいウイ 

ンド・シヤーに遭遇したため、機体が急激に降下して、ハードランディングし、火災 

が発生したことによるものと推定される。

５　所見

本事故は、風向風速が大きく変動する気象条件下で着陸しようとした際、ハードラ 

ンディングしたことによるもので、このような気象条件下で着陸する場合は、常に機 

を失せず着陸復行をすることも含め安全上最適の措置をとるよう、細心の注意を尽く 

して運航することが必要である。

なお、機長及び副操縦士は、定期航空運送事業に従事する運航乗務員としての使命 

を自覚して、それぞれの職分に応じ、より一層安全意識に徹することが肝要である。

６　参考事項

本事故に関し、運輸省航空局及び航空会社により講じられた措置は、次のとおりで 

ある。

１．運輸省航空局が講じた措置

（１）平成５年４月１９日、定期航空会社等に対して「安全運航の確保について」 

通達を行った。

（２）平成５年６月２４日、各空港管理者に対して「地方公共団体の管理する空港 

等における消防体制及び救急医療体制の整備について」通達を行った。

（３）平成５年５月１４日、（株）日本エアシステムに対して、平成５年４月２７ 

日～３０日の間立入検査を行い、その結果に基づき、安全運航確保のための業 

務改善勧告を行った。

２．（株）日本エアシステムが講じた措置

平成５年５月３１日、運輸省航空局の業務改善勧告等に対して業務改善対策が行 

われた。



付図１　推定飛行経路図



付図２　現場見取り図（花巻空港）



付図３－１　地上天気図
平成５年４月１８日 ０９時００分



付図３－２　地上天気図
平成５年４月１８日 １５時００分



付図４－１　瞬間風向風速の自記記録（滑走路０２）
平成５年４月１８日 ０７時～２１時



付図４－２　瞬間風向風速の自記記録（滑走路２０）
平成５年４月１８日 ０７時～２１時



付図４－３　２分間平均風向風速計の記録

平成５年４月１８日（滑走路０２）



付図４－４　２分間平均風向風速計の記録

平成５年４月１８日（滑走路２０）



付図５　温湿圧計の記録
平成５年４月１８日 ０７時～１６時



付図６　滑走路上に残された痕跡図







付図７　着陸性能図



付図８　ダグラス式ＤＣ－９－４１型

三面図



別添１－１　ＦＤＲ記録（金属箔のコピー）



別添１－２　ＦＤＲ記録（グラフ）
（3.1.1項で補正したもの）



別添２　ＣＶＲ記録





















別添３　花巻空港の気象特性
（ルートマニュアルより抜粋）



別添４　離着陸の横風速度制限
（運用規定より抜粋）



別添５　副操縦士操縦経験
（運航乗務員訓練審査実施規定より抜粋）









別添６　対地接近警報装置
（ＤＣ－９オペレーティング・マニュアルより抜粋）





写真１　延焼中の事故機



写真２　事故機（前方）

写真３　事故機（左側）



写真４　事故機（後方）

写真５　事故機（右側）



写真６　事故機（右側）



写真７　右主脚及びアタッチ・フィッティング

写真８　右主脚アッパー・サイド・ブレース・
リンク



写真９　右主脚アタッチ・フィッティング
（ボルト２本が切断）

写真１０　滑走路上で発見された右主脚アタ

ッチ・フィッティング・ボルト



写真１１　右主脚アタッチ・フィッティングの 
抜き取り調査したボルト

写真１２　右主脚アタッチ・フィッティングの
段付き変形したボルト



写真１３　中央翼及び右主翼後桁

写真１４　右主翼溶断箇所



写真１５　右主翼後桁



写真１６　右主翼後桁の破断箇所

写真１７　右主翼後桁のロック・ボルト破断箇所 
（楕円状に変形）



写真１８　右主翼端下面

写真１９　前脚（アクスルが摩耗）



付録　事故発生時の風の解析
































